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自衛官として１年以上勤務した者（自衛官候補生の期間
を含む）で退職後１年未満の元陸上自衛官又は陸上予備
自衛官で採用されている者。かつ下記の採用時の年齢未
満の者。
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５３歳
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５０歳
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任用
期間

１任期３年で継続任用も可能

上限
年齢

最終継続任用は、採用時の年齢に準じます

志願から採用までの流れ
①福島地方協力本部 即応予備自衛官班に電話する

│
│
│
↓

②志願票を記入する
↓

③身体検査の日程調整をする
↓

④身体検査を受ける
│
↓

⑤結果（採用・不採用）がわかる

志願資格
○自衛官退職者

志願資格は下記のとおりです

結果がわかるまで２～３ヵ月かかります

連絡先 ０２４－５３１－２３５１
０２４－５３１－２３５２

即応予備自衛官志願者である旨お伝えください

Fukushima Provincial Cooperation Office

１



○自衛官未経験者
自衛官未経験者は、予備自衛官補（一般）採用試験に合格し、予備自
衛官補として教育訓練を修了後、即応予備自衛官になるための教育を修
了すると即応予備自衛官になることができます。詳しくは、「予備自衛
官補から即自への道」をご覧ください。

採用について
勤務成績、身体の状況等により選考し、採用します。採用者には、担

当地方協力本部から本人に対し採用を通知します。
採用になると、階級（海・空自衛官退職者の場合は対応する階級）、

職種（海・空自衛官退職者の場合は相当の職種）、特技（海・空自衛官
退職を除く）及び訓練招集部隊を指定します。

２


